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Ⅳ．人道・復興支援  

 

大目標 女性・女児等の固有の状況・ニーズが反映され，、女性のエンパワーメントが促進され，、

また，女性の参画が確保された形で人道・復興支援が実施される。 

意義と

狙い 

紛争や災害発生時には，、難民や国内避難民が発生し，また，その場で救援を待つ者が

存在する。そのような状況下では，家族，、コミュニティ等の既存の保護の仕組みは失わ

れ，、リスクや窮迫の度合いが高まることを念頭に置き，、速やかに緊急人道支援を行う必

要がある。その際には，女性･女児等の固有の状況・ニーズと権利の確保に対処すること

が肝要である。また，支援の実施に当たっては，種々のガイドライン1に沿って他の支援国

とも協調することで受入国側の負担を軽減する取組が求められる。 

さらに，、紛争・災害後の人道・復興支援においては，、援助側、被援助側双方で，、初

動調査，、計画策定，、実施，、モニタリング・評価等、全ての過程で女性の意思決定への

参加を確保するとともに，女性のエンパワーメントを行い，、ジェンダー平等が確保され

るよう配慮することが重要である。 

目標１ 

 

【緊急人道支援期】紛争下や紛争・災害の直後等の緊急人道支援の段階では，、女性・女

児等が特に脆弱な状況に置かれることに留意し，支援活動を計画・実施する。 

 具体策 1 

【初動調

査】 

 

 

緊急支援や人道支援を計

画・実施する際，可能な

範囲での性別・年齢層別

の情報収集，、女性・女児

等の固有の状況・ニーズ

の把握。 

〈指標１〉性別・年齢層別のニーズ，

特に女性・女児等の固有の状況・ニ

ーズ等に配慮した支援の好事例の特

定と周知状況。 

〈指標２〉国際機関からの報告書に

おけるジェンダー配慮の状況。 

外務省 

JICA 

 具体策２ 

【計画立

案】 

女性・女児等の固有の状

況・ニーズを反映した事

業形成。 

〈指標 1〉計画立案におけるジェンダ

ー配慮の状況。 

〈指標２〉キャンプ，避難所その他

設営（シェルター，、給水所，、トイ

レ設置）を構成要素とする事業のう

ち，女性・女児等の固有の状況・ニ

ーズにかかる配慮状況。 

外務省 

JICA 

 具体策３ 

【実施・制

度構築】 

食料等配給事業，、シェル

ター配布事業，、給水と衛

生事業等において周縁化

されがちな女性・女児等

が保護され，、公平に支援

を受けられる仕組みの構

〈指標２〉受益者側の女性による支

援活動への関与状況。 

〈指標３〉物資配布（日用品・衛生

用品，、食料，、シェルター、衣類等）

や給水などにおいて，、女性・女児等

の固有の状況・ニーズへの配慮の状

外務省 

JICA 

                                                   
1 スフィア・プロジェクト（注「人道憲章と人道対応に関する最低基準」）、HAP基準（Humanitarian Accountability 

Partnership、注「人道支援の品質管理と説明責任に関する国際基準」）、Inter-agency Network for Education in 

Emergency（注「教育ミニマムスタンダード（緊急時の教育のための最低基準）」）による緊急時の教育のため最低基

準など。 
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築。 況。 

復活 

（修文

案） 

具体策４ 

【登録】 

緊急支援における受益者

の登録作業において，、女

性･女児を中心とした脆

弱性の高い受益者の多様

なニーズの特定・記録。 

〈指標 1〉受益者の登録が世帯単位で

はなく，、個人単位で実施されている

事業・活動の実施状況。 

〈指標２〉登録において性別、年齢、

世帯の構成，、特定な保護･支援ニー

ズ等が記録されている事業・活動の

実施状況。 

外務省 

JICA 

 

 具体策５ 

【GBV等の

防止・対

策・保護】 

女性・女児等に対する GBV

等の防止・対策・保護へ

の取組の支援。 

〈指標１〉被援助国の機関・組織の

うち，派遣要員に対して GBV 等の予

防や対策についての研修支援状況。 

 

〈指標３〉GBV等の被害者救済のメカ

ニズムの被援助国内（関係機関及び

受益者）への事前の周知の支援状況。 

〈指標４〉我が国が関与する支援事

業・活動において，キャンプ・避難

所設営の際に，、GBV 等の被害者のニ

ーズ配慮状況。 

JICA 

目標２

（移行

期） 

女性・女児等が支援から取り残されないよう，、緊急人道支援から復興支援への継ぎ目の

ない移行期の支援の重要性に留意する。女性・女児等の固有の状況・ニーズを考慮し，女

性の安全を確保した上で，、女性のエンパワーメントの向上や経済的自立に取り組む。資

金の調達及び配分のギャップにより，、女性・女児等が復興プロセスから疎外されること

がないようにする。 

 具体策１ 

【資金の確

保】 

女性・女児等の脆弱層へ

の支援及びジェンダー主

流化を進める事業への支

援。 

 

 

〈指標１〉ジェンダーに配慮し

た事業の実施状況。 

〈指標２〉女性・女児等の経済的自

立を促進するためのエンパワーメン

トの向上を支援する事業の好事例の

特定と周知。 

〈指標３〉女性の雇用創出・収入向

上・就労支援等の事業の好事例の特

定と周知。雇用における平等を支援

する事業の好事例と周知。 

外務省 

JICA 

 具体策２ 

【固有の状

況・ニーズ

の反映】 

事業計画の企画・立案・

実施に，、女性･女児等の

固有の状況・ニーズを反

映。 

〈指標１〉我が国が関与する支援事

業において，企画・立案・実施に関

する受益者の声の反映状況。 

外務省 

JICA 

目標３ 紛争や災害後の難民や国内避難民の帰還･再統合支援を含む復興支援事業の計画策定・実
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（復興

期） 

施・モニタリング・評価に至る一連のプロセスを通じてジェンダー視点を取り入れ，、女

性・女児等の権利の促進，、ジェンダー平等と公平性が実現されることによって，、支援の

効果が向上する。 

 具体策１ 

【計画策

定】 

事業の計画策定へのジェ

ンダー視点の導入。 

〈指標１〉女性・女児を主な裨益対

象とした事業の支援実施状況。 

〈指標２〉ジェンダーに配慮し

た事業の支援実施状況。 

〈指標３〉計画策定に従事する女性

スタッフの配置状況。 

〈指標４〉受益者の意見を計画に反

映させる際の，、女性・女児等の声の

反映した好事例。 

外務省 

JICA 

 具体策２ 

【女性の参

画】 

事業の実施における女性

の参加の確保。 

〈指標１〉事業の実施に従事する女

性スタッフの配置状況。 

 

外務省 

JICA 

 具体策３ 

【モニタリ

ング】 

事業のモニタリング，、評

価へのジェンダー視点の

導入。 

（指標１）事業のモニタリングにお

いて，女性の保護及び参画を踏まえ

たジェンダー配慮の実施状況。（。 

（指標２）事業の評価において，女

性の保護及び参画を踏まえたジェン

ダー配慮の実施状況。 

外務省 

JICA 

 具体策４ 

【実施・制

度構築】 

事業全般に女性が積極的

に参加できる仕組み（制

度面・エンパワーメント）

の構築。 

（指標１）我が国が実施する事業に

女性が積極的に参加できる仕組みを

示した好事例の特定と周知状況。 

〈指標２〉女性のエンパワーメント

関連事業の実施状況。 

外務省 

JICA 

 具体策５ 

【男性・男

児の関与】 

紛争・災害後の復興期の

社会において，男性・男

児が直面する課題及びそ

れらの課題がジェンダー

間の関係性・GBV等の発生

等に与える影響の調査へ

の支援や男性・男児が GBV

等の防止及び女性・女児

等の支援に貢献する事業

への支援。 

〈指標１〉GBV等の解決への取組とし

て避難所等において男性・男児向け

の教育・スポーツ・レクリエーショ

ン活動などを支援する事業の実施状

況。 

〈指標２〉男性・男児が抱える悩み

や相談を受けるカウンセラーや窓口

の配置を支援する事業の実施状況。 

〈指標３〉男性の指導員(他の男性に

対して GBV の防止・夫婦間の役割の

分担やコミュニケーションの大切

さ・育児への取組等を啓発する人)の

育成を支援する事業の実施状況。 

外務省 

JICA 
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目標４

（重点

課題） 

人道・復興支援を行うに当たっては，、人間の安全保障に直結する保健医療，、教育，、農

業，、インフラ整備，、武装解除・動員解除・社会復帰（DDR），司法制度支援事業等の重

点課題の解決を目指す。その際，、女性・女児等のニーズが特に高い分野への支援を強化

する。 

 具体策１ 

【保健】 

女性、女児等が基礎的医

療サービスを享受するよ

う支援。特に、セクシュ

アル・リプロダクティ

ブ・ヘルス/ライツ（SRHR）

を確保。女性・女児のセ

クシュアル・リプロダク

ティブ・ヘルス/ライツの

ために不可欠である男

性・男児の協働も支援。 

 

 

〈指標１〉我が国が関与する支援事

業について，分娩や周産期ケアにか

かる支援の好事例の特定と周知状

況。 

〈指標２〉性感染症に関する支援事

業の実施状況。 

〈指標３〉その他女性固有の健康上

のニーズ(リプロダクティブヘルス

など)に特化した支援事業の実施状

況。 

〈指標４〉我が国が関与する支援事

業について，コミュニティ・ヘルス

ワーカーの育成計画等にかかる支援

の好事例の特定と周知状況。 

〈指標５〉我が国が関与する支援事

業について，セクシュアル・リプロ

ダクティブ・ヘルス／ライツに関す

る研修の実施状況。 

外務省 

JICA 

 具体策２ 

【教育１】 

紛争下においても学校教

育及び学校外教育が継続

されるための支援。 

また、紛争時に教育を受

けることができなかった

子供，、若者に対する教育

機会の提供支援。 

〈指標１〉二国間，、多国間，、NGO

を通じた支援の状況。 

〈指標２〉就学年齢を超えた子供・

若者も含め教育機会の提供を支援し

ている事例。 

 

外務省 

JICA 

 具体策３ 

【教育２】 

女性・女児に対する平等

な教育を支援。 

 

〈指標１〉我が国が関与する事業に

ついて，女性･女児の進学率，、識字

率，、就学率，、修了率，女性教員の

割合向上等に向けたジェンダー格差

是正にかかる支援の状況。 

〈指標２〉我が国が関与する事業に

おける教育環境の女性・女児へのニ

ーズ配慮状況。 

〈指標３〉我が国が関与する事業に

ついて，職業訓練，、識字教育，、教

外務省 

JICA 
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員の能力強化等における機会平等へ

配慮した事業の事例の特定。 

 具体策４ 

【農業】 

復興のための農業・農村

開発支援にジェンダー視

点を組み込む。 

〈指標１〉計画策定における意思決

定に女性が参加した好事例の特定・

周知状況。 

〈指標２〉事業に女性の参加やジェ

ンダー配慮がなされた好事例の特

定・周知状況。 

外務省 

JICA 

 具体策５ 

【生計支

援、収入向

上】 

復興にかかる生計・収入

向上支援事業にジェンダ

ー視点を組み込む。 

〈指標１〉計画策定における意思決

定に女性が参加した好事例の特定と

周知状況。 

〈指標２〉事業に女性の参加やジェ

ンダー配慮がなされた好事例の特

定・周知状況。 

外務省 

JICA 

 具体策６ 

【インフラ

整備】 

復興のためのインフラ整

備に女性・女児の保護や

ジェンダー視点を組み込

む。 

〈指標１）計画策定及び実施に女性

の参加が確保され，、その声の反映状

況。 

〈指標２〉計画実施前インパクト調

査におけるジェンダー及び女性・女

児への影響(事業地近隣での売買春

の増大，、HIV/AIDS/性感染症の拡大

等)に基づき適切な対策・活動（性感

染症予防教育等）の確認及び実施状

況。 

 

外務省 

JICA 

 具体策７ 

【DDR-SSR】 

紛争後の元兵士（子共兵

を含む）の武装解除（Ｄ

ＤＲ）への女性・女児の

保護を組み込む。除隊後

の社会復帰を支援する事

業へのジェンダー視点を

組み込む。 

〈指標１〉我が国が関与する武装・

動員解除の対象となった武装組織の

女性・女児の人数・配置を示すデー

タの有無。 

〈指標２我が国が関与する武器の回

収や武装解除等を実施する要員の中

で，ジェンダー研修を受けた者又は

ジェンダー担当者の有無。 

（指標３）〉元兵士の社会復帰事業に

女性・女児等の特定のニーズに配慮

した対応した事業の実施状況。 

外務省 

JICA 

防衛省 

 具体策８ 

【司法制度

支援】 

紛争後の司法改革を支援

する事業にジェンダー視

点を組み込む。 

〈指標１〉紛争後において，我が国

が関与する新たな制度づくり支援に

ジェンダー配慮がなされている事業

外務省 

JICA 
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の支援状況。 

〈指標２〉法執行官や法務補助員等

の育成（ジェンダーに関する研修等）

の支援状況。 

目標５ 人道復興支援の計画策定・実施に関与する各組織がジェンダー・バランスを考慮した人員

配置や研修等，ジェンダー主流化の取組を実施し，GBV 等からの保護の体制を整備するこ

とで，、事業におけるジェンダー視点の導入を徹底する。 

 具体策１ 計画策定・実施の際に，、

ジェンダー視点が組み込

まれ，、女性・女児等の保

護を助成・委託先に至る

まで確保。 

〈指標 1〉我が国の支援の受入団体，

事業の委託先や受注業者等事業に関

与する NGO，現地の団体，企業等の組

織について，ジェンダー主流化等の

仕組みを有するかどうか判別・推進

するための対策状況。 

 

外務省 

JICA 

 


